
公益財団法人瀬戸市開発公社の名称変更に伴う関係規則の整理に関する

規則をここに公布する。  

令和２年６月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第１９号 

公益財団法人瀬戸市開発公社の名称変更に伴う関係規則の整理に

関する規則  

（瀬戸市行政組織規則の一部改正）  

第１条 瀬戸市行政組織規則（平成１７年瀬戸市規則第３９号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（産業政策課）  （産業政策課） 

第１２条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

２ 企業支援係においては、おおむね次の事務を

分掌する。 

２ 企業支援係においては、おおむね次の事務を

分掌する。 

 ⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

 ⑹ 一般財団法人瀬戸市開発公社に関すること 

  。 

 ⑹ 公益財団法人瀬戸市開発公社に関すること 

  。 

 ⑺から⑾まで ＜省略＞  ⑺から⑾まで ＜省略＞ 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市情報公開条例施行規則の一部改正）  

第２条 瀬戸市情報公開条例施行規則（平成１３年瀬戸市規則第１号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。



改正後 改正前 

（出資法人等） （出資法人等） 

第１２条 条例第２４条第１項に規定する実施機

関が定めるものは、次に掲げるものとする。 

第１２条 条例第２４条第１項に規定する実施機

関が定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 一般財団法人瀬戸市開発公社  ⑵ 公益財団法人瀬戸市開発公社 

 ⑶及び⑷ ＜省略＞  ⑶及び⑷ ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市個人情報保護条例施行規則の一部改正）  

第３条 瀬戸市個人情報保護条例施行規則（平成６年瀬戸市規則第３号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（市の出資法人等）  （市の出資法人等） 

第２条 条例第６条に規定する市が出資する法人

等のうち規則で定めるものは、次に掲げるもの

とする。 

第２条 条例第６条に規定する市が出資する法人

等のうち規則で定めるものは、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

 ⑵ 一般財団法人瀬戸市開発公社  ⑵ 公益財団法人瀬戸市開発公社 

 ⑶から⑻まで ＜省略＞ ⑶から⑻まで ＜省略＞ 
  

   附  則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 


